
 
 
 
 
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集

受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業

者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条

件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事

業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行

う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針の一部を改正する件案要綱 
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職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働

者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情

報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責
務
、
労
働

者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
要
綱

第
一

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
求
職
者
に
お
祝
い
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
名
目
で
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を

超
え
て
金
銭
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
求
職
の
申
込
み
の
勧
奨
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。
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